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１２月例月出納検査結果について（報告） 

 

地方自治法第２３５条の２第１項及び桂川町監査基準第２条第１項第５号の

規定により、例月出納検査を実施したので、同法第２３５条の２第３項及び同

基準第１４条第３項の規定により、下記のとおりその結果を報告します。 

 

記 

 

１ 検査の対象  会計管理者所管分 

 

２ 提 出 書 類  令和７年１１月分 

 

３ 検査の期間  令和７年１２月２２日・２３日・２４日 

 

４ 監査の場所  桂川町監査室 

 

５ 検査の概要 

（１）会計管理者保管の歳入・歳出伝票及び関係書類を照合しました。 

（２）各金融機関の発行した残高証明書、預金明細書、基金台帳、収入・支出月

計表及び収支計算書等により現金保管の状況を確認しました。 

（３）関係職員から収納状況等を聴取しました。 

 

６ 評 価 項 目  現金の出納事務が適正に行われているか。 

 

７ 検査の結果 

歳計現金、歳計外現金及び基金預金残高について、相違ないことを認めま

したが、別紙のとおり一部不適切な事務処理がありました。 

なお、指摘事項については、１月２０日（火）までに文書で回答してくだ

さい。 



一般会計 令和７年１２月 例月出納検査における指摘事項 

 

１．概要 

  令和７年度９月分の一般会計例月出納検査において、支出事務に関し二重

支払いの事例が確認されたため、同種事案の再発防止及び未然防止を図る目

的で、関係部署に対し、今年度（令和７年４月１日から令和７年１０月３１

日まで）における二重支払いの有無について点検・確認を行うよう通達し

た。 

  当該通達を受け、各部署からは「該当なし」との調査結果が報告されたと

ころである。しかしながら、調査対象期間に含まれる令和７年１０月起票の

支出について新たに二重支払いが判明した。 

 

２．主管課 

  学校教育課 

 

３．問題点 

  本件は、①監査指摘を受けた後に実施された点検・調査が十分でなかった

こと、及び②支出事務における確認体制が形骸化していた可能性があること

を示すものであり、内部統制及びチェック体制が適切に機能していなかった

と言わざるを得ない。特に、監査に基づく通達後の調査で「該当なし」と報

告していたにもかかわらず、短期間のうちに二重支払いが発覚したことは、

調査方法や確認手順そのものに課題があったと考えられる。 

 

４．指摘事項 

  次の点について改善を求める。 

 ①二重支払いが発生した原因を、事務処理手順・チェック体制・職員の確認

行為の各段階から明確にすること。 

 ②監査指摘に基づく点検・調査を行う際は、形式的な確認にとどまらず、実

際の支出書類や支払いデータに基づく実効性のある確認を行うこと。 

 ③支出事務における複数人による確認体制を再点検し、再発防止策を具体的

に講じること。 

 ④上記対応及び再発防止策について、文書により報告すること。 

 

５．意見 

  監査指摘後に実施した点検・調査が十分でなかったことは、監査の趣旨が

十分に理解・反映されていなかった可能性がある。今後は、監査指摘を単な

る事後対応と捉えるのではなく、組織全体の事務改善につなげる姿勢が求め

られる。 

 


